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Ａ．研究目的

に限定することとされる1)2)3)。

合意が得られていること。

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指 ２. 適正な脳死判定を行う体制があること。

針（ガイドライン：平成29年12月26日一部改正）に ３. 救急医療等の関連分野において、高度の医療

おいて、法に基づく脳死した者の身体からの臓器 を行う次のいずれかの施設であること。

提供について、次のいずれの条件をも満たす施設 ・大学附属病院

・日本救急医学会の指導医指定施設

１. 臓器摘出の場を提供する等のために必要な体 ・日本脳神経外科学会基幹施設又は連携施設

制が確保されており、当該施設全体について、脳 ・救命救急センターとして認定された施設

死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して ・日本小児総合医療施設協議会の会員施設

研究要旨：

日本における脳死下臓器提供では、体制が整備された 5 類型医療施設以外において脳死が疑

われる状態となっても、臓器提供を目的とした患者の転院搬送は控えるべきとされてきた。一方、

「臓器を提供する権利」を尊重するため、脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の転院搬送

を一律に控えるべきとされている現在の運用の見直しが進められている。

本研究においては、臓器提供施設として必要な体制を整えることができない 5 類型施設から、あ

るいは体制を整えている 5 類型施設における不可避の状況において、脳死下臓器提供を目的とし

た転院搬送のための施設連携体制ネットワークを構築し、稼動に向けた課題を抽出することを目的

とした。

方法：

脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の転院搬送のために、行政担当部署および宮城

県内関連施設によるネットワークを整備した。また、令和 6 年度 厚生労働省 連携体制構築事業と

連携して活動した。本研究は臓器提供施設として必要な体制を整えることができない 5 類型施設か

らの転院搬送シミュレーションにより、課題抽出を行った。

結果：

宮城県臓器提供施設連携ネットワーク基幹施設と連携 5 施設におけるシミュレーションを実施し、

以下の課題が抽出された。

 転院搬送元施設における診療内容に関して、連携拠点施設（転院搬送先施設）との連携

強化をすること

 転院前、できるだけ早期からの日本臓器移植ネットワーク（あるいは都道府県）コーディネ

ーターの関与を可能とすること

 転院搬送元施設において臨床的脳死判定が困難であることも考えられるため、臨床的脳

死の評価も含めた転院搬送を考慮できるようにすること

 法的脳死下臓器提供における除外基準の確認や臨床的脳死判定の適切な実施のため

に、転院搬送前からの拠点施設（転院搬送先施設）との連携と支援体制が必要であること

 転院搬送元施設における倫理委員会による承認を必須としないが、脳死下臓器提供を前

提とした転院搬送への施設内における理解と組織構築が必要であること

結論：

地域医療体制に応じた臓器提供施設連携体制構築は、これからの移植医療に重要なひとつの

基盤となるものと思われる。本研究成果は、今後の全国におけるモデルケースとなるものと考える。
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さらに、臓器提供手続に係る質疑応答集（平成2

7年9月改訂版）においては、脳死下での臓器提供

のみを目的として、その体制が整備されている臓器

提供施設への患者を搬送することは、控えるべきで

あるとされている4)。

一方、「臓器を提供する権利」を尊重するため、

脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の転

院搬送を一律に控えるべきとされている現在の運

用の見直しが検討されている5)。現在行いうる最善

の治療にかかわらず救命することができない患者

の最期をどのように迎えるか – 患者と家族にとっ

死下臓器提供がある。

搬送のための施設連携体制ネットワークを構築し、

稼動に向けた課題を抽出することを目的とした。

Ｂ．研究方法

内関連施設による宮城県臓器提供施設連携ネット

ョンにより、課題抽出を行った。

ながら、転院搬送における情報共有の在り方、家

族対応、転院搬送調整についての情報共有方法

や課題、書面内容の修正点等を確認した。以下に

シミュレーション時の確認事項を示す。

【症例】 40歳代の男性 交通事故による頭部外傷

 一次評価チェックリスト（資料2）をもとに、脳死と

されうる状態であることを確認する。

 脳死下臓器提供に関する情報提供し、家族が

臓器提供の意思を示した場合、提供の可否を

含めて転院搬送した上で評価することについて

同意を得る。

 二次評価チェックリスト（資料3）をもとに、臓器提

供の禁忌項目に該当しないことに加え、家族背

景や看護管理上の問題点など、転院搬送後に

必要な情報について確認する。

 転送が可能な全身状態であることの判断基準

（資料）をもとに転送可能と判断したら、「脳死判

定及び臓器提供目的の転送に関する説明書」

（資料4）を用いて家族の同意を得る。

 転送手段調整後に転送する。

て最も大切な課題であり、ひとつの選択肢として脳 （以後、転送先で脳死判定・臓器摘出プロセスへ

と進む）

本研究においては、臓器提供施設として必要な   （倫理面への配慮）

体制を整えることができない5類型施設から、あるい 本研究は人を対象とする生命科学・医学系研究

は体制を整えている5類型施設における不可避の に該当しないため、倫理的審査による承認は得て

状況において、脳死下臓器提供を目的とした転院 いない。

Ｃ．D. 研究結果および考察

遠隔会議システムを用いた転院搬送シミュレーション

患者の医学的評価はチェックシートを用いた評

脳死判定・脳死下臓器提供を目的とした患者の 価と組み合わせることで可能であり、情報共有に特

転院搬送のために、行政担当部署および宮城県 段の支障は認めなかった。

一方、転院前後において、家族に対して心理的

ワークを整備した。また、令和6年度 厚生労働省 サポートを継続していくことが極めて重要であること

連携体制構築事業と連携して活動している。本研 が明らかとなった。そのためには、患者及び家族の

究は、臓器提供施設として必要な体制を整えること 意思決定支援に関わる情報（患者背景や家族心

ができない5類型施設からの転院搬送シミュレーシ 情）を医療従事者間で共有することが重要である。

これらの情報は書面からでは読み取ることが難しい

宮城県臓器提供施設連携ネットワーク基幹施設 ため、このような会議を柔軟に開催できることは、搬

と連携5施設間におけるシミュレーションを実施した。 送元/搬送先医療機関が緊密な情報共有に非常

架空の症例設定下、連携フロー（資料1）を確認し に有用な手段であると考えられた。

図 web会議シミュレーションによリ抽出された課題
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課題と今後の展望

遺体搬送にかかる費用も家族負担となる。上述の

整備することが急務である。

合でも脳死とされうる状態を評価する必要があり、

なくなかった。検査や意思決定支援体制の不備が

関連するものと考えられる。

と連携5施設におけるシミュレーションを実施し、以

下の課題が抽出された。

 転院搬送元施設における診療内容に関して、

化をすること

 転院前、できるだけ早期からの日本臓器移植

ネットワーク（あるいは都道府県）コーディネー

ターの関与を可能とすること

の評価も含めた転院搬送を考慮できるように

すること

 法的脳死下臓器提供における除外基準の確

認や臨床的脳死判定の適切な実施のために、

転院搬送前からの拠点施設（転院搬送先施

設）との連携と支援体制が必要であること

 転院搬送元施設における倫理委員会による

承認を必須としないが、脳死下臓器提供を前

提とした転院搬送への施設内における理解と

組織構築が必要であること

Ｅ．結論

  地域医療体制に応じた臓器提供施設連携体制

構築は、これからの移植医療に重要なひとつの基

盤となるものと思われる。本研究成果は、今後のモ

デルケースとなるものと考える。

今後は、ITツールを用いた遠隔支援を充実させ、

より簡便に支援を受けられるような体制整備（高性

重要な課題として挙げられたのは、転院搬送に 能カメラを用いた患者状態の評価・スタッフ支援・

かかる費用の負担方法である。現行制度において 提供臓器の医学的評価）の推進も求められる。患

は、ドナーの転院搬送に対する費用負担制度はな 者・家族の権利を尊重するとともに、拠点病院/連

く、提供を希望する患者家族の負担にならざるを得 携病院の負担軽減することにより、医師の働き方改

ない。加えて、転送後の家族の滞在費や死亡後の 革の推進にも寄与できる支援体制構築を目指す。

心理的サポートだけでなく、経済的サポート体制を 参考資料

1） 臓器の移植に関する法律 改正：2009年

また、医療機関にとっては、転院搬送に至る場 2） 臓器の移植に関する法律施行規則:2010年厚

生労働省令

適切に評価することを負担と捉える医療機関は少 3） 「臓器の移植に関する法律」の運用に関する

指針（ガイドライン）:2017年一部改正

4） 臓器提供手続きに係る質疑応答集：2015年

宮城県臓器提供施設連携ネットワーク基幹施設 5） 臓器移植医療対策の在り方に関する提言（令

和４年３月）：2022年

脳死判定目的の転院搬送に関する作業班議

事録：2022年

連携拠点施設（転院搬送先施設）との連携強 6） 厚生労働省ホームページ 第61回厚生科学

審議会疾病対策部会臓器移植委員会 資料

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29927.

html) 閲覧日2025/2/28.

 転院搬送元施設において臨床的脳死判定が Ｆ．健康危険情報

困難であることも考えられるため、臨床的脳死 該当なし

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

藤田基生, 久志本成樹. 脳死下臓器提供を

目的とする転院搬送に向けた三次医療圏体

制整備. 日外科系連会誌. 2025; 50: 78-81.2.

  

2. 学会発表

古川 宗, 藤田 基生, 久志本 成樹. 脳死

下臓器提供を目的とする5類型施設間の患

者搬送実現に向けて〜宮城県臓器提供施

設連携ネットワーク構想: 第2報〜. 第５２回

日本救急医学会総会・学術集会. 2024年10

月13日

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

  該当なし
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脳死判定目的の転院搬送の連携フローチャート(案)

※⑥転送判断をする際には、最善の治療が行われていることも同時に確認する
※⑧転送同意書取得は⑨転院搬送に付き添う医療チームが中心に行う

（資料）（一社）日本救急医学会

搬送元病院 拠点施設（転送先病院）

①救命治療

JOT移植
コーディネーター

（県コーディネーター）

②脳死とされうる状態

③移植禁忌情報の確認

④家族への情報提供 ④家族への情報提供

⑤臓器提供の方針 ⑤臓器提供の方針

⑥転送判断 ⑥転送判断 ⑥転送判断

⑦患者状態の把握・評価 ⑦患者状態の把握・評価

⑧転送同意書 ⑧転送同意書 ⑧転送同意書

⑨転院搬送 ⑨転院搬送

⑩患者再評価

⑪臓器提供承諾書 ⑪臓器提供承諾書

⑫法的脳死判定 ⑫法的脳死判定

⑬臓器摘出術 ⑬臓器摘出術

速やかな支援
支援チームの派遣

連 絡

リーベン・消防署等との調整

（連絡調整）

③移植禁忌情報の確認

④家族への情報提供

⑤臓器提供の方針

情報共有

JOTCoの派遣？

一次評価

JOTCo派遣？

二次評価

JCS300状態

説明・同意書

判断基準

転院搬送前患者情報

事後評価事項

搬送後経過と転帰

資料1
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資料3
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資料4
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資料5
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